
別 紙 

 

改正後 現行 

 

医療関係者研修費等補助金及び臨床研修費等補助金交付要綱 

 

 

 

厚生労働省発医政第０５２１００１号 

平 成 ２ １ 年 ５ 月 ２ １ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ４ ２ ２ 第 ７ 号 

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 ２ ２ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ４ ２ ６ 第 ６ 号 

平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ２ ６ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ５ １ ０ 第 ６ 号 

平 成 ２ ４ 年 ５ 月 １ ０ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ５ ２ ０ 第 ２ 号 

平 成 ２ ５ 年 ５ 月 ２ ０ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ６ ０ ３ 第 ５ 号 

平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ３ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ６ ２ ２ 第 ７ 号 

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ２ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 １ ２ ０ １ 第 １ 号 

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ５ １ １ 第 １ ０ 号 

平 成 ２ ８ 年 ５ 月 １ １ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ７ １ ４ 第 ２ 号 

 

医療関係者研修費等補助金及び臨床研修費等補助金交付要綱 

 

 

 

厚生労働省発医政第０５２１００１号 

平 成 ２ １ 年 ５ 月 ２ １ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ４ ２ ２ 第 ７ 号 

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 ２ ２ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ４ ２ ６ 第 ６ 号 

平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ２ ６ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ５ １ ０ 第 ６ 号 

平 成 ２ ４ 年 ５ 月 １ ０ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ５ ２ ０ 第 ２ 号 

平 成 ２ ５ 年 ５ 月 ２ ０ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ６ ０ ３ 第 ５ 号 

平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ３ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ６ ２ ２ 第 ７ 号 

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ２ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 １ ２ ０ １ 第 １ 号 

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ５ １ １ 第 １ ０ 号 

平 成 ２ ８ 年 ５ 月 １ １ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ７ １ ４ 第 ２ 号 
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平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ ４ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ８ ３ １ 第 ９ 号 

平 成 ３ ０ 年 ８ 月 ３ 1 日  

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ９ ２ ４ 第 ２ 号 

令 和 元 年 ９ 月 ２ ４ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 １ ２ ２ ４ 第 １ ９ 号 

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ９ ２ １ 第 ２ 号 

令 和 ３ 年 ９ 月 ２ １ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 １ ０ ０ ６ 第 １ 号 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ６ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ９ ０ ８ 第 ２ 号 

令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ９ ０ ４ 第 １ 号 

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日 

 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 * * * * 第 * * 号 

令 和 * * 年 * * 月 * * 日 
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平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ ４ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ８ ３ １ 第 ９ 号 

平 成 ３ ０ 年 ８ 月 ３ 1 日  

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ９ ２ ４ 第 ２ 号 

令 和 元 年 ９ 月 ２ ４ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 １ ２ ２ ４ 第 １ ９ 号 

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政  第  号 

令 和 ３ 年 ９ 月 ２ １ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 １ ０ ０ ６ 第 １ 号 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ６ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ９ ０ ８ 第 ２ 号 

令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 

 

厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ９ ０ ４ 第 １ 号 

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日 

 

 

 

（新設） 
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１～２（略）  

 

 

３ これらの補助金は、次の事業を交付の対象とする。 

（１） 医療関係者研修費等補助金 

一般用医薬品適正使用推進のための研修事業（医薬品適正使用推

進費）令和７年６月１１日医薬発 0611 第 14 号厚生労働省医薬・

生活衛生局長通知「一般用医薬品適正使用推進のための研修事業

実施要綱」に基づき別に定める公募要領により採択された法人が

行う事業 

（２）臨床研修費等補助金 

   臨床研修事業等（医療提供体制確保対策費） 

ア 医 師 

平成１６年１０月７日医政発第 1007014 号厚生労働省医政局長

通知「医師臨床研修費補助事業の実施について」の別添「医師臨

床研修費補助事業実施要綱」に基づき、医師法（昭和２３年法律

第２０１号）第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省

令（平成１４年厚生労働省令第１５８号）に基づき指定を受けた

臨床研修病院の開設者等が行う臨床研修の事業(研修プログラムに

基づき行う事業、広域連携型プログラム作成経費及び第三者評価

受審経費）及び地域協議会の事業 

イ （略）  

 

 

（交付額の算定方法） 

４ これらの補助金の交付額は、次の（１）により算出された額及び次

の（２）により算出された額の合計額とする。 

  ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

（１）（略）   

（２）臨床研修費等補助金 

 臨床研修事業等 

ア 別表２の第２欄に定める種目ごとに第３欄に定める基準額と第

４欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して、少な

１～２（略）  

 

 

３ これらの補助金は、次の事業を交付の対象とする。 

（１） 医療関係者研修費等補助金 

一般用医薬品適正使用推進のための研修事業（医薬品適正使用推

進費）令和５年５月２９日薬生発 0529 第２号厚生労働省医薬・生

活衛生局長通知「一般用医薬品適正使用推進のための研修事業実

施要綱」に基づき別に定める公募要領により採択された法人が行

う事業 

（２）臨床研修費等補助金 

   臨床研修事業等（医療提供体制確保対策費） 

ア 医 師 

平成１６年１０月７日医政発第 1007014 号厚生労働省医政局長

通知「医師臨床研修費補助事業の実施について」の別添「医師臨

床研修費補助事業実施要綱」に基づき、医師法（昭和２３年法律

第２０１号）第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省

令（平成１４年厚生労働省令第１５８号）に基づき指定を受けた

臨床研修病院の開設者等が行う臨床研修の事業(研修プログラムに

基づき行う事業）及び地域協議会の事業 

 

イ （略）  

 

 

（交付額の算定方法） 

４ これらの補助金の交付額は、次の（１）により算出された額及び次

の（２）により算出された額の合計額とする。 

  ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

（１）（略）   

（２）臨床研修費等補助金 

 臨床研修事業等 

ア 別表２の第２欄に定める種目ごとに第３欄に定める基準額と第

４欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して、少な
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い方の額を選定する。 

ただし、国立大学病院にあっては、Ⅰ医師のうち、指導医経

費及び剖検経費（両経費とも研修医が国立大学病院以外の病院

（国（国立高度専門医療研究センター及び国立健康危機管理研

究機構を含む。）が開設する病院を除く。）で研修を行う場合に

限る。）、地元研修医採用・育成経費、へき地診療所等研修支援

経費、産婦人科宿日直研修事業経費、小児科宿日直研修事業経

費、広域連携型プログラム作成経費及び第三者評価受審経費に

限り、Ⅱ歯科医師のうち、指導経費及び研修歯科医物件費（両

経費とも研修歯科医が国立大学病院以外の病院（国（国立高度

専門医療研究センター及び国立健康危機管理研究機構を含

む。）が開設する病院を除く。）又は診療所で研修を行う場合に

限る。）、在宅歯科医療等研修推進経費（歯学を履修する課程を

置く大学に附属する病院若しくは診療所に限る。）に限り算定

できるものとする。 

イ （略）   

 

 

５ （略） 

 

 

（申請の手続） 

６ これらの補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 

（１）～（４） （略） 

（５）申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消

費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相

当する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地

方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じ

て得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して

申請しなければならない。 

ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない場合にお

いては、この限りではない。 

い方の額を選定する。 

ただし、国立大学病院にあっては、Ⅰ医師のうち、指導医経

費及び剖検経費（両経費とも研修医が国立大学病院以外の病院

（国（国立高度専門医療研究センターを含む。）が開設する病

院を除く。）で研修を行う場合に限る。）、地元研修医採用・育

成経費、へき地診療所等研修支援経費、産婦人科宿日直研修事

業経費、小児科宿日直研修事業経費に限り、Ⅱ歯科医師のう

ち、指導経費及び研修歯科医物件費（両経費とも研修歯科医が

国立大学病院以外の病院（国（国立高度専門医療研究センター

を含む。）が開設する病院を除く。）又は診療所で研修を行う場

合に限る。）、在宅歯科医療等研修推進経費（歯学を履修する課

程を置く大学に附属する病院若しくは診療所に限る。）に限り

算定できるものとする。 

 

 

イ （略）   

 

 

５ （略） 

 

 

（申請の手続） 

６ これらの補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 

（１）～（４） （略） 

（５） （新設） 
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７～10 （略）   

 

 

（実績報告） 

11 これらの補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。 

（１）～（４） （略） 

（５）６に定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績

報告書（年度終了実績報告を除く。）を提出するに当たって当該補助

金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、これ

を当該補助金から減額して報告しなければならない。 

 

 

12～13 （略）   

 

 

別表１ （略）   

 

 

別表２ 

１区分 ２種目 ３ 基準額 ４ 対象経費 

臨
床
研
修
費
等
補
助
金 

 
                                                                                        

   

臨
床
研
修
事
業
（
教
育
指
導
経
費
） 

Ⅰ 医  師 

◎ 基幹型臨床研修病院（大学病

院を含む。）が申請する場合 

次により算定した合計額。 

ただし、算定に当たって、研

修医延人数、事業延日数には、

国が開設する病院等補助対象外

の病院における研修医及び都道

府県が地域医療介護総合確保基

金により支援する病院における

対象となる研修医の人数、事業

日数は含めないこと。 

また、国立大学病院にあって

は、指導医経費及び剖検経費

 

（略） 

 

 

 

７～10 （略）   

 

 

（実績報告） 

11 これらの補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。 

（１）～（４） （略） 

（５） （新設） 

 

 

 

 

 

12～13 （略）   

 

 

別表１ （略）   

 

 

別表２ 

１区分 ２種目 ３ 基準額 ４ 対象経費 

臨
床
研
修
費
等
補
助
金 

臨
床
研
修
事
業
（
教
育
指
導
経
費
） 

Ⅰ 医  師 

◎ 基幹型臨床研修病院（大学病

院を含む。）が申請する場合 

次により算定した合計額。 

ただし、算定に当たって、研

修医延人数、事業延日数には、

国が開設する病院等補助対象外

の病院における研修医及び都道

府県が地域医療介護総合確保基

金により支援する病院における

対象となる研修医の人数、事業

日数は含めないこと。 

また、国立大学病院にあって

は、指導医経費及び剖検経費

 

 （略） 
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（両経費とも研修医が国立大学

病院以外の病院（国（国立高度

専門医療研究センター及び国立

健康危機管理研究機構を含

む。）が開設する病院を除く。）

で研修を行う場合に限る。）、地

元研修医採用・育成経費、へき

地診療所等研修支援経費、産婦

人科宿日直研修事業経費及び小

児科宿日直研修事業経費に限り

算定できるものとする。 

なお、次に掲げる①及び③に

該当する場合は、合計額に 0.8

を乗じた額とし、②に該当する

場合は、合計額に 0.9 を乗じた

額とする。 

 

①～③ （略） 

 

 

１ （略） 

 

２ 地元研修医採用・育成経費 

    地元出身者や同一都道府県内

の医学部を卒業した医学生の

採用割合の高い病院（ただ

し、１種及び２種地域に限

る。） 

   （15,000 円／月額）×研修医

延人数 

ただし、地元出身研修医

の採用割合が 50％未満の場

合には、（15,000 円／月額×

0.5）×研修医延人数とす

（両経費とも研修医が国立大学

病院以外の病院（国（国立高度

専門医療研究センターを含

む。）が開設する病院を除く。）

で研修を行う場合に限る。）、地

元研修医採用・育成経費、へき

地診療所等研修支援経費、産婦

人科宿日直研修事業経費及び小

児科宿日直研修事業経費に限り

算定できるものとする。 

なお、次に掲げる①及び③に

該当する場合は、合計額に 0.8

を乗じた額とし、②に該当する

場合は、合計額に 0.9 を乗じた

額とする。 

 

 

①～③ （略） 

 

 

１ （略） 

 

２ 地元研修医採用・育成経費 

    地元出身者や同一都道府県内

の医学部を卒業した医学生の

採用割合の高い病院（ただ

し、１種及び２種地域に限

る。） 

   （15,000 円／月額）×研修医

延人数 
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る。 

 

 

３～８ （略） 

 

 

（削除） 

 

 

◎ 協力型臨床研修病院又は臨床

研修協力施設が申請する場合 

次により算定した合計額 

ただし、算定に当たって、研

修医延人数、事業延日数には、

国が開設する病院等補助対象外

の病院における研修医及び都道

府県が地域医療介護総合確保基

金により支援する病院における

対象となる研修医の人数、事業

日数は含めないこと。 

また、国立大学病院にあって

は、指導医経費及び剖検経費

（両経費とも研修医が国立大学

病院以外の病院（国（国立高度

専門医療研究センター及び国立

健康危機管理研究機構を含

む。）が開設する病院を除く。）

で研修を行う場合に限る。）、地

元研修医採用・育成経費、へき

地診療所等研修支援経費、産婦

人科宿日直研修事業経費及び小

児科宿日直研修事業経費に限り

算定できるものとする。 

次に掲げる①に該当する場合

 

 

 

３～８ （略） 

 

 

（注） 交付額は、調整の上決定

することもあり得ること。 

 

◎ 協力型臨床研修病院又は臨床

研修協力施設が申請する場合 

次により算定した合計額 

ただし、算定に当たって、研

修医延人数、事業延日数には、

国が開設する病院等補助対象外

の病院における研修医及び都道

府県が地域医療介護総合確保基

金により支援する病院における

対象となる研修医の人数、事業

日数は含めないこと。 

また、国立大学病院にあって

は、指導医経費及び剖検経費

（両経費とも研修医が国立大学

病院以外の病院（国（国立高度

専門医療研究センターを含

む。）が開設する病院を除く。）

で研修を行う場合に限る。）、地

元研修医採用・育成経費、へき

地診療所等研修支援経費、産婦

人科宿日直研修事業経費及び小

児科宿日直研修事業経費に限り

算定できるものとする。 

次に掲げる①に該当する場合

は、合計額に 0.8 を乗じた額と
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は、合計額に 0.8 を乗じた額と

し、②に該当する場合は、合計

額に 0.9を乗じた額とする。 

①  研修医に決まって支払われ

る給与（時間外手当、当直手

当等を除く。）が年額 720万円

を超える場合（都道府県の要

請等により受け入れた自治医

科大学の医学部卒業生を除

く。） 

②  研修医に決まって支払われ

る給与（時間外手当、当直手

当等を除く。）が年額 630万円

を超え、720 万円以下の場合

（都道府県の要請等により受

け入れた自治医科大学の医学

部卒業生を除く。） 

 

 

１ （略） 

 

 

２ 地元研修医採用・育成経費 

    地元出身者や同一都道府県内の

医学部を卒業した医学生の採用割

合の高い病院（ただし、１種及び

２種地域に限る。） 

（15,000 円／月額）×研修医延

人数 

ただし、地元出身研修医の採用

割合が 50％未満の場合には、

（15,000 円／月額×0.5）×研修

医延人数とする。 

 

し、②に該当する場合は、合計

額に 0.9を乗じた額とする。 

①  研修医に決まって支払われ

る給与（時間外手当、当直手

当等を除く。）が年額 720万円

を超える場合（都道府県の要

請等により受け入れた自治医

科大学の医学部卒業生を除

く。） 

②  研修医に決まって支払われ

る給与（時間外手当、当直手

当等を除く。）が年額 630万円

を超え、720 万円以下の場合

（都道府県の要請等により受

け入れた自治医科大学の医学

部卒業生を除く。） 

 

 

 

１ （略） 

 

 

２ 地元研修医採用・育成経費 

    地元出身者や同一都道府県内の

医学部を卒業した医学生の採用割

合の高い病院（ただし、１種及び

２種地域に限る。） 

（15,000 円／月額）×研修医延

人数 
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３～５ （略）   

 

 

（削除） 

 

 

臨
床
研
修
事
業
（
地
域
協
議
会
経
費
） 

１，９３２千円 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略）   

３～５ （略）   

 

 

（注）交付額は、調整の上決定す

ることもあり得ること。 

 

臨
床
研
修
事
業
（
地
域
協
議
会
経
費
） 

１，９３２千円 

 

（注）交付額は、調整の上決定す

ることもあり得ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略）   
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臨
床
研
修
事
業
（
広
域
連
携
型
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
経
費
及
び
第
三
者
評
価
受
審
経
費
） 

◎ 基幹型臨床研修病院（大学病

院を含む。）が申請する場合 

次により算定した合計額。 

国立大学病院にあっては、広

域連携型プログラム作成経費及

び第三者評価受審経費を算定で

きるものとする。 

 

１ 広域連携型プログラム作成経費 

  広域連携型プログラムを設けた

病院 

  （538,000 円／年額）×広域連

携型プログラム数 

 

２ 第三者評価受審経費 

  NPO 法人卒後臨床研修評価機構

が行う臨床研修病院の第三者評価

を受審し、認定を受けた病院 

250,000円／年額 

 

臨床研修を行う

ために必要な次に

掲げる経費（ただ

し、人件費につい

ては事業主が負担

する健康保険料、

共済掛金、雇用保

険料及び労災保険

料等については臨

床研修費等補助金

の補助対象となら

ない） 

 

１ 広域連携型プ

ログラム作成経

費 

 職員基本給、

職員諸手当（非

常勤含む）、非

常 勤 職 員 手 当

（事務補助者雇

上経費）、諸謝

金、旅費、消耗

品費、印刷製本

費 、 通 信 運 搬

費、会議費 

 

 

２ 第三者評価受

審経費（ただし、

初回調査と更新調

査の臨床研修評価

料を補助対象と

し、中間書面調査

の臨床研修評価料

 （
新
設
） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 
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は補助対象となら

ない） 

 雑役務費（手

数料等） 

 

 
（削除） （削除） （削除） （削除） 

（
削
除
） 

歯
科
医
師
臨
床
研
修
事
業
（
教
育
指
導
経
費
） 

Ⅱ 歯科医師 

◎ 単独型又は管理型臨床研修施

設（大学病院を含む。）が申請

する場合 

次により算定した合計額 

ただし、算定に当たって、研

修歯科医延人数、事業実施研修

歯科医数には、国が開設する施

設等補助対象外の施設における

研修歯科医の人数は含めないこ

と。 

また、研修歯科医延人数は、

当該年度内における各月の末日

に在籍する研修歯科医数の総和

であること。 

また、国立大学病院にあって

は、指導経費及び研修歯科医物

件費（両経費とも研修歯科医が

国立大学病院以外の病院（国

（国立高度専門医療研究センタ

ー及び国立健康危機管理研究機

構を含む。）が開設する病院を

除く。）又は診療所で研修を行

う場合に限る。）、在宅歯科医療

等研修推進経費（歯学を履修す

る課程を置く大学に附属する病

院若しくは診療所に限る。）に

（略）   

 

 

１区分 ２種目 ３ 基準額 ４ 対象経費 

臨
床
研
修
費
等
補
助
金 

歯
科
医
師
臨
床
研
修
事
業
（
教
育
指
導
経
費
） 

Ⅱ 歯科医師 

◎ 単独型又は管理型臨床研修施

設（大学病院を含む。）が申請

する場合 

次により算定した合計額 

ただし、算定に当たって、

研修歯科医延人数、事業実施

研修歯科医数には、国が開設

する施設等補助対象外の施設

における研修歯科医の人数は

含めないこと。 

また、研修歯科医延人数

は、当該年度内における各月

の末日に在籍する研修歯科医

数の総和であること。 

また、国立大学病院にあっ

ては、指導経費及び研修歯科

医物件費（両経費とも研修歯

科医が国立大学病院以外の病

院（国（国立高度専門医療研

究センターを含む。）が開設す

る病院を除く。）又は診療所で

研修を行う場合に限る。）、在

宅歯科医療等研修推進経費

（歯学を履修する課程を置く

大学に附属する病院若しくは

診療所に限る。）に限り算定で

（略）   
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限り算定できるものとする。 

 

 

１～７ （略）   

 

 

（削除） 

 

 

◎ 協力型臨床研修施設が申請す

る場合 

次により算定した合計額 

ただし、算定に当たって、研

修歯科医延人数には、国が開設

する施設等補助対象外の施設に

おける研修歯科医の人数は含め

ないこと。 

また、研修歯科医延人数は、

当該年度内における各月の末日

に在籍する研修歯科医数の総和

であること。 

国立大学病院にあっては、指

導経費及び研修歯科医物件費

（両経費とも研修歯科医が国立

大学病院以外の病院（国（国立

高度専門医療研究センター及び

国立健康危機管理研究機構を含

む。）が開設する病院を除く。）

又は診療所で研修を行う場合に

限る。）に限り算定できるもの

とする。 

 

 

１～２ （略） 

きるものとする。 

 

 

１～７ （略）   

 

 

（注）交付額は、調整の上決定す

ることもあり得ること。 

 

◎ 協力型臨床研修施設が申請す

る場合 

次により算定した合計額 

ただし、算定に当たって、

研修歯科医延人数には、国が

開設する施設等補助対象外の

施設における研修歯科医の人

数は含めないこと。 

また、研修歯科医延人数

は、当該年度内における各月

の末日に在籍する研修歯科医

数の総和であること。       

国立大学病院にあっては、

指導経費及び研修歯科医物件

費（両経費とも研修歯科医が

国立大学病院以外の病院（国

（国立高度専門医療研究セン

ターを含む。）が開設する病院

を除く。）又は診療所で研修を

行う場合に限る。）に限り算定

できるものとする。 

 

 

 

１～２ （略） 
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（削除） 

 

（注）交付額は、調整の上決定す

ることもあり得ること。 

 
 

 


